
認知症対応型通所介護(介護予防を含む)重要事項説明書 

 

１、事業所概要 

  事業所名称      古上条認知症対応型通所介護 

  所在地        山梨県甲府市古上条町４２４番地５ 

  事業所指定番号    １９９０１００２０６ 

  管理者・連絡先    甲田 智洋   電話番号０５５－２４３－１１２２ 

 

  サービス提供地域  甲府市（塚原町・下積翠寺町・上積翠寺町・下帯那町･平瀬町・ 

                塔岩町・竹日向町・高成町・猪狩町・川窪町・高町・ 

                草鹿沢町・御岳町・上帯那町を除く） 

 

２、事業所の職員体制  

  管理者    １名（兼務） 

  生活相談員  ２名（１名は兼務） 

  看護職員または介護職員 4名（3名は兼務）       

  機能訓練指導員 1名（兼務） 

 

３、営業日･時間        

     平日、土曜日   午前８時３０分 ～ 午後７時 

     休業日      日曜日 

 

４、サービス提供の主な内容 

（１）日常生活援助 

（２）食事サービス 

（３）送迎サービス 

（４）入浴介助サービス 

（５）機能訓練 

（６）口腔ケア 

 

５、利用料金（2024.4.1～） 

（１）介護保険給付対象費用（１割負担の場合） 

サービス利用料金 

介護報酬単位×利用実日数×単位数単価（１単位 10.17 円）＝A 

法定利用者負担分の算出方法＝当月介護報酬額－（当月介護報酬額×0.9）端数切り捨て 

   

 

 

 



サービス時間 6 時間以上 7 時間未満 

ご利用者の要介護度とサービス利用料金 
うち、介護保険から 

給付される金額（1 割） 

サービス利用に係る

自己負担額（1 割） 

要支援１   ７，７２９円/日   ６，９５７円/日 ７７２円/日 

要支援２   ８，６５４円/日   ７，７８９円/日     ８６５円/日 

要介護１   ８，９４９円/日  ８，０５５円/日 ８９４円/日 

要介護２   ９，９０５円/日  ８，９１５円/日     ９９０円/日 

要介護３ １０，８４１円/日  ９，７５７円/日     １，０８４円/日 

要介護４ １１，８０７円/日 １０，６２７円/日     １，１８０円/日 

要介護５ １２，７７３円/日 １１，４９６円/日     １，2７７円/日 

サービス時間７時間以上８時間未満 

ご利用者の要介護度とサービス利用料金 
うち、介護保険から 

給付される金額 

サービス利用に係る

自己負担額 

要支援１   ８，７５６円/日   ７，８８１円/日 ８７５円/日 

要支援２   ９，７７３円/日  ８，７９６円/日      ９７７円/日 

要介護１ １０，１０８円/日   ９，０９８円/日 １，０１０円/日 

要介護２ １１，２０７円/日 １０，０８７円/日 １，１２０円/日 

要介護３ １２，３０５円/日 １１，０７５円/日 １，２３０円/日 

要介護４ １３，４１４円/日 １２，０７３円/日 １，３４１円/日 

要介護５ １４，５１２円/日 １３，０６１円/日 １，４５１円/日 

端数切り捨ての関係で、利用合計額に変動が生じます。 

・ 入浴した場合は、上記料金に１回 40６円（自己負担分１回 40 円）が加算されます。 

・ また、介護職員処遇改善加算（Ⅱ）（所定単位数の 174/1，000）が加算されます。 

 （２） (１)とは別に、食費（おやつ代を含む）を１回の利用について 600 円いただきま

す。 

（３） サービス提供地域以外に居住する利用者の送迎にかかる費用は自己負担となりま

す。 

（４） おむつ代・日課活動サービス等にかかる費用は自己負担となります。 

 

 ６、秘密保持 

（１） サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密・個人情報につい

ては、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を

除いて、契約期間中および契約終了後、第三者に漏らしてはならないものとします。 

（２） ただし、サービス提供するにあたり、病院・医院およびサービス提供に関係する他事

業所との間で利用者の情報提供（病状・サービス内容など）をすることができるものと

します。 

（３） 離職した者についても、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関す

る秘密・個人情報については、第三者に漏らしてはならないものとします。 

 



７、事故発生時の対応 

   認知症対応型通所介護の提供を行っているときに事故が起こった場合は、家族や市町村に 

連絡するとともに、その他必要な場合には、速やかに主治医に連絡を取るなど必要な処置を

講じます。 

 

８、緊急時の対応方法 

  認知症対応型通所介護利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、その他必要時は、家

族または緊急連絡先へ連絡をするとともに、速やかに主治医または担当介護支援専門員に連

絡を取る等の必要な措置を講じます。ただし、家族及び緊急連絡先への連絡が取れない場合

は、施設長の判断によりやむを得ず緊急車輌にて受診を依頼する等の必要な措置を講じます。 

主治医 
 

 

医療機関名 

電話番号 

 

 

ご家族 
 

 
電話番号 

 

 

 

９、損害賠償 

（１） 事業者は、サービスの実施にあたって、自らの責めに帰すべき事由により利用者の生

命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償するものとします。 

  （２） 但し、事業者は、自らの責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。

とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

    一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

    二 契約者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

    三 契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にも

っぱら起因して損害が発生した場合 

    四 契約者が、事業者およびサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱ

ら起因して損害が発生した場合 

 

 

１０、相談窓口・苦情対応 

（１） 認知症対応型通所介護に関するご相談・苦情及び通所介護計画に基づいて提供してい

る各サービスについてのご相談･苦情を賜ります。 

     担当      甲田 智洋 

     受け付け時間  午前８時３０分 ～ 午後５時３０分 

     電 話     ０５５－２４３－１１２２ 

 

 

（２） その他 

市町村の介護保険相談窓口及び山梨県国民保険団体連合会に苦情を申し立てること 



も出来ます。 

  各市町村担当           介護保険相談窓口 

  山梨県国民健康保険団体連合会   電話  ０５５－２３３－９２０１ 

 

   

 

  ≪説明確認欄≫ 

     ◎サービス計画の締結にあたり、上記重要事項を説明しました。 

     事業者  古上条認知症対応型通所介護 

     所在地  甲府市古上条町４２４番地５ 

     説明者  氏名               印 

 

◎ サービス計画の締結にあたり、上記により重要事項の説明を受けました。 

 

利用者  住所                    

 

     氏名                 印 

 

  

(代理人)   住所                     

 

     氏名                  印  


